
町内者 町外者 町内者 町外者

バレーボール　 １面 １，６５０円／時 ３，３００円／時 ２，７００円／時 ５，４００円／時

バスケットボール　 １面 ２，４７５円／時 ４，９５０円／時 ４，０５０円／時 ８，１００円／時

バドミントン・ダンス・空手・剣道・ソフトバ

レー・レクリエーション他
１面 ４９５円／時 ９９０円／時 ８１０円／時 １，６２０円／時

卓球　 １台 ３１５円／時 ６３０円／時 ４８０円／時 ９６０円／時

３，８２５円／時 ７，６５０円／時 ５，４００円／時 １０，８００円／時

６，３００円／時 １２，６００円／時 ９，４５０円／時 １８，９００円／時

バドミントン・ダンス・空手・剣道・

レクリエーション他
１面 ４９５円／時 ９９０円／時 ８１０円／時 １，６２０円／時

卓球　 １台 ３１５円／時 ６３０円／時 ４８０円／時 ９６０円／時

７９５円／時 １，５９０円／時 ７９５円／時 １，５９０円／時

４，７４０円／時 ９，４８０円／時 ５，３７０円／時 １０，７４０円／時

７９５円／時 １，５９０円／時 ７９５円／時 １，５９０円／時

１，２００円／時 ２，４００円／時 １，２００円／時 ２，４００円／時

６３０円／時 １，２６０円／時 ６３０円／時 １，２６０円／時

１，２００円／時 ２，４００円／時 １，２００円／時 ２，４００円／時

総合公園テニスコート １面

総合公園テニスコート

照明設備
１面

１，０５０円／時

５３０円／時

１，５８０円／時

３，１５０円／時

２，６３０円／時

メ

イ

ン

ア

リ

ー

ナ

９時～１７時 17時～２２時

５３０円／時

３，１５０円／時

優先予約の料金　

舞台使用

（舞台＋アリーナ舞台側半面）

舞台使用

（舞台＋アリーナ全面）

マイク等

簡易拡声装置のみ

音響設備（故障中）

サ

ブ

ア

リ

ー

ナ

舞台

移動観覧席使用

マイク等

簡易拡声装置のみ

音響設備（マイク等）

舞台照明設備

屋

外

施

設

５３０円／回

１００円／回（３分）

研修室

音響設備

更衣室

シャワー設備

総合公園グランド

総合公園グランド

照明設備利用時（最初の１時間）

２，１００円／時

そ

の

他

屋

内

施

設

和室

会議室

研修室

サブアリーナ控室

１，１００円／時

２，１６６円／時

１０，５００円／時

総合公園グランド

照明設備利用時（２時間目以降）

２，１００円／時

＋

４，２００円／３０分（照明設備代）

冷暖房設備

ピアノ

2020.4.1～



3　使用許可申請書に、事業計画書等（主催者、大会等の内容のわかるもの）を添付するとともに、使用料

      を利用日の５日前までにお支払ください。

【備考】

1 　使用する時間に１時間単位未満の端数があるときは、1時間単位として計算します。

2　入場料金を徴収して使用する場合や営利宣伝等を目的に利用する場合などは料金が異なりますので、ご相

　  談ください。

※この表における町内者とは美浜町、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知

　多町又は武豊町に在住、在勤又は在学している者が過半数を占めて利用する場合と美浜町内に宿泊した方

　が使用する場合をいいます。ただし、美浜町内に宿泊した方が使用する場合は、宿泊施設側が利用申請・

　施設使用料の支払いを行うこととします。

※この表における町外者とは美浜町、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知

　多町又は武豊町に在住、在勤、又は在学していない者が過半数を占めて利用する場合をいいます。

4    メインアリーナ、サブアリーナを午前９時から午後５時までの間に使用する場合において、照明を使用

　  するときは１灯（区域）当たり１６０円を加算します。ただし、天候不順により照明を必要とする場合

　  は、この限りではありません。

5  サブアリーナ控室、研修室、和室、会議室の冷暖房費は使用料に含まれます。

6　準備又は後片付けを目的として使用する場合は、主会場に限り、使用料が半額（２分の１倍）となりま

　   す。（表の色付の部分のみ適用）

7　使用料の額に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。

美浜町総合公園体育館

愛知県知多郡美浜町大字北方字十二谷１番地の２

（０５６９－８２－５２００）


